
監査公表第２号 

 

地方自治法第 199 条第 4 項の規定により、下記のとおり定例監査を執行したのでそ

の結果を同法第 9項の規定により、別紙のとおり公表する。 

 

平成２８年６月８日 

 

                 新庄市監査委員  大 場 隆 司 

 

                 新庄市監査委員  新 田 道 尋 

 

 

記 

 

監査の期日及び監査の対象 

監  査  期  間 監    査    対    象 

平成２８年４月２７日～ 

５月１８日 

総合政策課の平成２７年度の財務に関する事務の

執行及び経営に係る事業の管理について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



概 要［総合政策課］ 

（１）職員の配置状況                        平成 28年 4月 1日現在 

職  名  

 

 

室   名 

課 
 

長 

主 
 

幹 

室 
 

長 

係 
 

長 

主 
 

査 

主 
 

事 

副 

主 

任 
日
々
雇
用 

計 

 1        1 

最 上 広 域 派 遣   1     1  2 

企 画 政 策 室   1   3   4 

企画政策室総合情報係    1  2  2 5 

地 域 支 援 室   1  1 1   3 

情 報 統 計 室   1   2   3 

計 1 1 3 1 1 8 1 2 18 

 

（２）一般会計歳入歳出予算執行状況（平成 28年 4月 25日現在） 

歳 入                                    （単位：円） 

款  項  目 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収入未済額 収入率 

13.01.01 総務使用料 1,259,000 1,188,500 1,188,500 0 100.00 

13.02.01 総務手数料 1,000 4,400 4,400 0 100.00 

14.02.01 総務費国庫補助金 165,976,000 152,675,142 123,130,142 29,545,000 80.65 

15.02.01 総務費県補助金 766,000 0 0 0 0.00 

15.03.01 総務費委託金 14,810,000 14,810,274 14,810,274 0 100.00 

16.01.01 財産貸付収入 2,574,000 2,574,892 2,574,892 0 100.00 

16.01.02 利子及び配当金 7,000 12,609 12,609 0 100.00 

17.01.02 ふるさと納税寄附金 170,000,000 170,194,349 170,199,349 △5,000 100.00 

18.02.02 まちづくり応援基金繰入

金 
102,000,000 0 0 0 0.00 

20.04.04 雑入 34,769,000 33,786,772 33,786,772 0 100.00 

21.01.01総務債 6,800,000 0 0 0 0.00 

歳 入 合 計 498,962,000 375,246,938 345,706,938 29,540,000 92.13 

 

歳 出                                     （単位：円） 

款  項  目 予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 残 額 執行率 

02.01.07 企画費 362,731,000 153,184,727 209,546,273 42.23 

02.01.09 電算管理費 115,426,000 71,869,860 43,556,140 62.26 

02.01.12 市営バス費 5,267,000 4,569,666 697,334 86.76 

02.01.16 地域活性化・地域住民

生活等緊急支援費 

 

3,191,000 

 

2,741,949 

 

449,051 

 

85.93 

02.05.01 統計調査総務費 22,448,000 22,174,776 273,224 98.78 

歳  出  合  計 509,063,000 254,540,978 254,522,022 50.00 

 

 



監査の結果 

監査に付された関係諸帳簿及び資料等を照合検証したところ、計数的に正確であると認めた。ま

た、業務の執行についても概ね妥当であった。ただし、下記事項については改善措置が必要と認め

られる。 

 

記 

 

１．業務委託契約のなかで、見積依頼した際の見積額が予算額を超えているものがあり、契約に支障

をきたすことも有り得るため、予算額については十分精査のうえ、計上のこと。 


